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　　　＜特集「京都府における周産期医療の現状と将来」＞

京都府の周産期医療情報システム

光藤　伸人，木原美奈子

京都第一赤十字病院新生児科＊
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抄　　録

　平成�年��月に京都第一赤十字病院内に総合周産期母子医療センターが設立され，これと同時に京都
府周産期医療情報システムが立ち上がった．これは，総合周産期母子医療センターとサブセンターおよ
び�次病院の新生児および妊産婦の受入れ状況（空床状況）を一覧表にして提示するシステムである．
発足時には電話回線を利用して行われたが，平成��年よりインターネットを用いたシステムに変更と
なった．このシステムは従来の病診連携あるいは病々連携を維持した上で，これで対応出来ない場合に
総合周産期母子医療センターが中心となり，搬送先を確保するものである．このシステムの整備によ
り，母体および新生児の速やかな搬送が可能となった．また，総合周産期母子医療センターにドクター
カーが整備され，専門医師が同乗の元に病的新生児の搬送が行われるようになった．周産期医療情報シ
ステムの導入は，京都府の周産期医療体制の整備に大きく貢献したと考えられる．しかし，京都府北部
の搬送の問題や，総合周産期母子医療センターで受入れが不可能であった母体あるいは新生児搬送症例
が増加してきており，これに対する対応が今後の課題であると考えられる．

キーワード：京都府医療情報システム，京都府周産期母子医療センター，京都府周産期医療体制．
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 は じ め に

　わが国の周産期医療の進歩はめざましく，昭
和��年に����であった周産期死亡率は昭和��
年には���まで低下した．京都府においても全
国平均と同様に，周産期死亡率は年々低下傾向
にある．しかし，平成�年の周産期死亡率の全
国平均が���に対して京都府は���，同様に平成
�年の全国平均が���に対して京都府は���とほ
とんど常に全国平均を上回る様になってきた１）．
　この間，全く手をこまねいていた訳ではな
く，平成�年に京都産婦人科医会周産期救急委
員会によって「救急後送病院名簿」が作成され，
母体搬送に際しての各病院の産科側の情報が掲
載され，円滑な母体搬送を行うための重要な資
料となった．本書は平成�年に改訂され，更に
平成��年には産科側のみならず����を有した
病院の受入れ状況も掲載され，母体搬送のみなら
ず，新生児搬送にも利用できるようになった２）．
　一方，厚生省（現厚生労働省）は平成�年度
より周産期医療対策整備事業を開始した．これ
によって，各都道府県に関係行政機関，医療関
係団体等をもって構成する周産期医療協議会が
設置され，周産期医療体制（総合周産期母子医
療センター，地域周産期母子医療センター及び
搬送体制）の整備や周産期医療情報システムの
確立について検討及び協議が行われることと
なった．
　これに伴い京都府に於いても京都府周産期医
療協議会が設置され，平成�年��月に京都第一
赤十字病院に京都府総合周産期母子医療セン
ターが開設され，それに伴う周産期救急医療体制
の整備や周産期医療情報システムが確立された．
　本稿では，この京都府周産期医療情報システ
ムの概要について説明するとともに，当院の総
合周産期母子医療センターの活動状況について
まとめた．

 京都府の周産期医療体制

　京都府周産期医療情報システムについて述べる
前に，京都府の周産期医療体制を図�にまとめた．
　まず，総合周産期母子医療センターは京都府

の中核医療施設として位置づけられ，�次医療
を担うとともに，後述する周産期医療情報シス
テムの司令センターとしての役割が与えられて
いる．そして，府内の人口分布・医療資源の状
況から，府域を�ブロックに区分し，それぞれ
のブロックで高度医療を提供するサブセンター
が配置された．具体的には北部ブロックでは国
立舞鶴病院（現舞鶴医療センター）が，南部ブ
ロックでは京都府立医科大学附属病院が指定さ
れた．そして，京都府の�つの医療圏である丹
後，中丹，南丹，京都・乙訓，山城北，山城南
医療圏のそれぞれに周産期医療�次病院が指定
された．この，周産期医療�次病院は，発足当
初は丹後医療圏の府立与謝の海病院，中丹医療
圏の舞鶴共済病院，市立舞鶴市民病院，南丹医
療圏の公立南丹病院，京都・乙訓医療圏の三菱
京都病院，日本バプテスト病院，京都桂病院，
第二赤十字病院，済生会京都府病院，京都大学
附属病院，国立京都病院（現京都医療セン
ター），京都市立病院，関西医大洛西ニュータ
ウン病院，山城南医療圏の公立山城病院の��
病院が指定された．その後，産婦人科の廃止に
伴い，平成��年�月に市立舞鶴市民病院および
関西医大洛西ニュータウン病院が�次病院指定
を取り消された．しかし，一方で平成��年��
月には山城北医療圏の宇治徳洲会病院および田
辺中央病院が，平成��年�月には中丹後医療圏
の綾部市立病院が，更に平成��年�月には同じ
中丹後医療圏の福知山市民病院が新たに�次病
院に指定され，現在では��施設が�次病院の指
定を受けている．
　更に総合周産期母子医療センターは平成��
年�月より近畿ブロック周産期医療広域連携実
施要項に基づき周産期広域搬送調節拠点病院の
指定を受け，他府県からの受入れ要請に対し
て，京都府内における受入れ可能医療機関の情
報の提供も行っている．

 京都府周産期医療情報システム

 � ．システムの概要
　前述のような周産期医療体制の構築を元に，
平成�年��月に京都第一赤十字病院内に総合周
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産期母子医療センターが設置されると同時に，
京都府医療情報システムが立ち上がった．
　これは，総合周産期母子医療センターとサブ
センターおよび�次病院の新生児および妊産婦

の受入れ状況（空床状況）を一覧表にして提示
するシステムである．発足時には電話回線を利
用して行われ，各医療機関はファックスにより
空床状況を取得できるようになっていたが，平

京都府の周産期医療情報システム ���

図���　京都府の周産期医療体制
　　　総合周産期母子医療センターを中核とし，府域を�つのブロックに区分し，それぞれにサブセン
ターを設置している．更に，京都府の�つの医療圏に合計��の周産期医療�次病院が指定されている．



成��年よりインターネットを用いたシステム
に変更となり，より簡単に情報の変更や取得が
できるようになった．
　図�に実際のインターネットの画面を示す．
まず，新生児側の情報としては，保育器の空き
病床数とその内で人工呼吸管理可能な病床数が
示されている．更に，心疾患，外科疾患，脳外
科疾患など他科との連携が必要な症例に対応可
能かどうかの情報が示されている．母体側の情
報としては，母体搬送および産褥救急の受け入
れの可否が示されており，更に心疾患を有する
母体の受け入れの可否が示されている．
 � ．システムの運営方法
　システムの実際の運営方法は次の三段階から
なる．
①一般産科医療機関で搬送が必要な母体あるい
は新生児が発生した場合，総合周産期母子医

療センターに搬送先を問い合わせる．
②システムで一元化した空床情報を元に，セン
ター常駐の医師（産婦人科医あるいは新生児
科医）が，専門的所見に基づき，病状に即し
た受入れ病院を指示する．
③受入れ病院への搬送・収容を行う．
　ここで注意が必要なのは，本システムはこれ
まで行われてきた各医療施設間の自主的な相互
関係，つまり各医療機関間の病診連携あるいは
病々連携による患者紹介に取って代わるもので
はないということである．すなわち，平たく言
えば，「○○産婦人科医院はいつも○○病院に
患者を紹介している」といったその地域に密着
した相互の医療関係は大切であり，これまで通
り行われるべきである．しかし，いつも紹介し
ている医療機関が満床で受入れできなかった場
合，従来は受け入れ先を送り手側の医療機関が
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図���　京都府周産期医療情報ネットワーク応需モニター画面
　　　病院毎に連絡先およびその日の空床情報が記載されている．



自ら探さなくてはならず，これに多大な労力と
時間を費やさなければならないことがあった．
本システムはこの状況を改善するのが目的であ
る．すなわち，従来の病診連携あるいは病々連
携では受入れ先が見つからない場合，総合周産
期母子医療センターに問い合わせをすれば，母
体搬送に関しては産婦人科医が，新生児搬送に
関しては新生児科医が図�に示した受入れ状況
を確認の上，依頼症例の病状や重症度を考慮
し，対応可能医療機関を選択し搬送先を決定す
る．そして受入れ病院への搬送・収容を行う．
搬送に際しては，後述するように母体搬送に関
しては消防機関による搬送が，新生児に関して
はドクターカーによる搬送が主体となる．
 � ．情報提供用紙の統一化
　これまで母体あるいは新生児搬送を行う際に

は，それぞれの医療機関が独自の紹介状を記入
し搬送を行ってきた．しかし，周産期医療情報
システムが整備されたと同時に搬送先への情報
提供書が統一化された．
　この情報用紙には次の�種類がある．
①母体搬送情報提供書（紹介元施設返信用）
　すべての母体搬送に使用する．
②新生児搬送情報提供書（受入病院用）
　すべての新生児搬送に使用する．
③院内新生児情報提供書（院内小児科用）
　同施設内の産婦人科から小児科に入院する場
合に使用する．
　その内，新生児搬送情報提供用紙を図�に示
した．何れの用紙も紹介元施設は左側の頁（図
��）に患者の情報を記載し，受け入れた施設は
退院時に右側の頁（図��）に最終診断等を記載

京都府の周産期医療情報システム ���

図���　新生児搬情報提供書
　　　（�）紹介元施設が患者および母体情報を記載する．
　　　（�）受入施設が退院時に入院中の経過を記載する．



する様になっている．そしてそれぞれが複数枚
の複写となっており，紹介元施設，受入施設等
の控えになると共に，紹介情報から最終診断ま
で記載された用紙は京都第一赤十字病院の情報
センターへ郵送して頂き，情報センターにて個
人を特定される情報を省いた上で，コンピュー
ターに入力され，データ解析に当てられること
になっている．
 � ．ドクターカーの整備
　周産期医療情報システムの立ち上げと同時
に，当院にドクターカーが整備された．ドク
ターカー内には搬送用保育器，酸素および空気
ボンベ，新生児用搬送用人工呼吸器，輸注ポン
プ，心拍および酸素飽和度モニターなどが常備
されている．ただし，ドクターカーは新生児搬
送専用ではなく，救命救急センターと総合周産
期母子医療センターとの共同使用となってい
る．母体搬送に関しては，送り手側の医師と患
者との関係が強いことから，基本的には送り手
側の医師が消防機関に連絡して，救急隊の救急
車にて搬送を行っている．新生児搬送に関して
は，厳密な搬送基準は設けていないが，基本的
に呼吸障害を認める症例を対象に搬送を行って
いる．
　また，京都府内では日本バプテスト病院およ
び宇治徳洲会病院が同様のドクターカーを有し
ており，搬送依頼が重なったりした場合には，
お互い連携を取り合って搬送を分担している．

�

　次に，総合周産期母子医療センターの活動状
況について簡単にまとめた．当センターは平成
�年��月開設当時には，�����（母体・胎児
集中治療室）�床，産科後方ベッド�床，����
（新生児集中治療室）�床，新生児後方ベッド��
床であったが，平成��年�月に����が�床に
増床となり，それに伴い新生児後方ベッドは��
床となっている．先に述べたごとく，総合周産
期母子医療センターは高度の周産期医療を提供
すると共に，京都府内で発生した症例の受け入
れ先を速やかに決定することが重要な職務の一

総合周産期母子医療センターの
活動状況

つとなっている．本稿では，その点に重点を置
き，母体搬送および新生児搬送の現状について
述べる．
 �� ．母体搬送
　周産期医療情報システムが整備されてから，
総合周産期母子医療センターが中心となり，母
体搬送の受入れ施設を検索するようになり，い
わゆる「たらい回し」はなくなった．実際，他
府県でマスコミにより報道されているような周
産期搬送に関する事故の事例は京都府では報告
されていない．しかし，母体搬送の依頼件数は
年々増加の一途をたどっており，同時に総合周
産期母子医療センターで受入ができず他施設を
紹介した件数（受入不可件数）も年々増加して
きている（図�）．平成��年には母体搬送依頼全
体の中で受入不可件数の占める割合が��％を
越している．これは近年全国的に問題になって
いる現象であるが，京都府も例外ではないと考
えられる．また，図には示していないが，受入
不可症例のうち，約��～��％は他府県へ搬送
となっている．
　母体搬送受入不可の理由を図�に示した．厚
生労働省が����年��月に行った全国の総合周
産期母子医療センターに対する緊急アンケート
では，母体搬送の受入を断った理由（複数回答
可）は「����が満床」が最多の��施設（����％）
を占め，次いで「�����が満床」が��施設
（����％）であったとしているが，当センターで
は両者の理由が関与している．ただ，当セン
ターでは平成��年までは受入不可理由の過半
数が����満床であったのに対して，平成��年
以降は�����満床の方が過半数を占めてお
り，今後�����の増床も考慮する必要がある
と考えられる．
 � ．新生児搬送（図�）
　ドクターカーによる新生児は次の二つに大別
される．一つは，他施設，特に産院で出生した
新生児を当院へ搬送する場合で（当院搬送），も
う一つは他施設で出生した新生児を他の協力病
院へ搬送する場合である（三角搬送）．この場
合，ほとんどは当院の医師が同乗して搬送を
行っている．また，他施設に入院中の患者を，
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バックトランスファーや外科手術目的で別の施
設へ搬送する場合，消防機関による搬送では問
題がある場合には，当院のドクターカーをその
搬送に提供しており，その場合には搬送元施設
の医師が同乗して行っており，図�ではこれも

三角搬送に含めて集計している．搬送内容の詳
細については他稿３）に譲るが，満期産の成熟児
が��％を占めている．また，ドクターカー要請
理由の半数以上が呼吸障害であった．
　ドクターカーの出動件数は平成��年まで増

京都府の周産期医療情報システム ���

図���　母体搬送の依頼件数および受入状況
　　　母体搬送依頼は年々増加してきているが，それに伴い受入不可件数の占める割合も増加している．

図���　母体搬送の受入不可理由
　　　平成��年までは母体搬送の受入不可理由の過半数は����満床であったが，平成��年以降は�����満床が過
半数を占める様になった．



加傾向にあり，以後ほぼ���件前後で推移して
いる．平成��年までは半数以上の搬送患者は
当センターに収容していたが，平成��より半数
以上が三角搬送となっている年がみられるよう
になっている．しかし，平成��年は約��％当
院への搬送となっている．これはこの年に
����が�床から�床に増床されたためと思わ
れる．
　ただ，ここで問題になるのは，舞鶴市や福知
山市といった京都府北部に位置する地域で重篤
な新生児搬送症例が発生した場合である．目的
地到着までの所用時間や搬送に要する時間を考
慮すると，その地域の消防隊により最寄りの協
力施設へ搬送するのが現実的であると考えられ
る．

 

 ま と め

���．京都府の周産期医療システムの概要を説明
した．これは母体および新生児の受入れ情報
をインターネットを使用して一元的に管理す
る情報システムとドクターカーを使用した新
生児搬送システムからなる．
���．このシステムは従来の病診連携あるいは
病々連携を維持した上で，これで対応出来な
い場合に総合周産期母子医療センターが中心
となり，搬送先を確保するものである．この
システムの整備により，母体および新生児の
速やかな搬送が可能となった．
���．しかし，近年特に母体搬送の依頼件数が増
加し，総合周産期母子医療センターで受入れ
不可能であった件数も年々増加傾向にあり，
今後何らかの対策が必要になってくる可能性
がある．

���）資料編：���．人口および人口動態：�（���）人口動態・
平均寿命：①出生及び死亡の推移．健やか長寿の京都
ビジョン～京都府保健医療計画～．���������	�
�����

��������．
���）小柴壽彌．巻頭言．京都産婦人科医会編．京都産
婦人科医会救急後送病院名簿．京都：京都産婦人科医

��� 光　藤　伸　人　ほか

文　　　　　献

図���　ドクターカーの出動件数
　　　ドクターカーの出動件数は平成��まで増加傾向にあり，以後ほぼ���件前後で推移している．



会，�������．
���）光藤伸人，木原美奈子，小松博史，辻井　久，垣田
静代，生田治康．京都第一赤十字病院小児科京都府総

合周産期母子医療センター����におけるドクター
カー出動状況のまとめ．京都医会誌　����������	
�
��．
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